
海陽町区域運行型デマンド交通コールセンター 

および運転業務受託者実施要綱 

 

１．趣旨 

本要領は、海陽町区域運行型デマンド交通コールセンターおよび運転業務（以下「本業務」という。）

の実施にあたり、公募型プロポーザル方式（以下「本プロポーザル」という。）により事業者を選定

するために必要な事項を定めるものである。 

 

２．公募目的 

本業務は、海陽町（以下「本町」という。）の公共交通機関の利用が困難な地域における、高齢

者や障害者、児童等の移動制約者の交通手段を確保するため、安全性と利便性の高い公共交通手

段を提供することを目的とし、責任を持って委託業務の遂行ができる体制の整った「受託者」の

公募を行う。 

 

３．応募資格要件 

応募資格は、次のとおりとする。 

（１）海陽町内に事務所を設置し、事業を営む者であること。 

（２）本町が指定する期日までに受託できる体制として、普通自動車第一種免許を有する者で 

国土交通大臣認定有償運送運転者講習を修了した者および業務開始までに修了可能な者又は普

通自動車第二種免許を有する者で、かつ免許取得後３年以上経過し、過去２年以内に免許停止処

分がない者２名以上。 

（３）応募者（法人及び代表者）が、過去５年間町税の納付義務を怠っていないこと。 

（４）反社会的勢力に関係していないこと。 

（５）従事する者は令和８年３月末時点で８０歳未満であり、かつ３年以上の自動車運転経験

を有すること。 

（６）従事する者が心身ともに健康なこと。 

（７）関係法令を遵守し、安全運転に努めていただけること。 

 

４．委託期間 

令和８年６月１日から令和９年３月３１日までの１０カ月間とする。 

なお、町長が受託者の業務が適正に遂行できていると判断した場合は、契約日の属する年度の翌年

度、翌々年度、翌々翌年度の６月末までの延長ができるものとする。ただし、予算が成立した場合に

限る。 

 

 

 

 

 

 



５．業務の概要 

（１）業務名 

海陽町区域運行型デマンド交通コールセンターおよび運転業務 

（２）業務内容 

  業務委託の内容は以下のとおり二つの業務を併せて実施するものとし、別紙「海陽町区域運行型

デマンド交通コールセンターおよび運転業務仕様書」（以下「仕様書」という。）のとおりとする。 

 ① 海陽町区域運行型デマンド交通コールセンター業務 

 ② 海陽町区域運行型デマンド交通宍喰地区運転業務 

（３）提案上限額は、総額２，０９０千円（消費税および地方消費税相当含む）以内とし、内訳は、

次のとおりとする。なお、予約運行の実車走行距離に、輸送実績に応じた額および諸経費を別途加算

するものとする。 

 ① 海陽町区域運行型デマンド交通コールセンター業務 

   １，６５０千円（消費税および地方消費税相当含む） 

 ② 海陽町区域運行型デマンド交通宍喰地区運転業務（固定費） 

   ４４０千円（消費税および地方消費税相当含む） 

≪参考≫令和７年 1月から 12月における年間輸送実績額 約１，７８２千円（四国運輸局長が公示

する徳島県郡部地区のタクシー運賃を適用して算出） 

（４）選定方法 

  公募型プロポーザル方式 

 

６．担当課および連絡先 

 〒７７５－０２９５ 徳島県海部郡海陽町大里字上中須１２８番地 

 海陽町住民環境課（担当：堀川） 

 電話番号：０８８４-７３-４１５２ ＦＡＸ：０８８４-７３-３０９７ 

 メールアドレス：juminkankyo@kaiyo-town.jp 

 

７．公募及び受託決定日程 

（１）令和８年４月２４日（金） 実施要項および仕様書の公表・公募開始 

（２）令和８年５月 ７日（木）※午後５時必着 質問の受付締切り 

（３）令和８年５月１１日（月） 質問に対する回答 ※本町ホームページ上で公開 

（４）令和８年５月１５日（金）※午後５時必着 業務提案書等の提出期限 

（５）令和８年５月１９日（火） 選定委員会（書類・プレゼンテーションによる審査） 

（６）令和８年５月下旬頃       選定結果通知 

 ※各項目の日程については、都合により変更の可能性あり。 

 

 

 

 

 

 

 



８．応募方法 

応募する者は、次の書類を公募締切日までに提出（持参）すること。 

（１）提出書類及び必要部数  

① 業務提案書（様式第１号）                     １部 

② 業務実施体制調書（様式第２号）                  １部 

③ 業務委託料見積書（様式第３号）                  １部 

④ 登記事項証明書（法人のみ）                    １部 

⑤ 応募事業者（代表者）の身分証明書（個人事業主のみ）        １部 

⑥ 応募事業者（代表者）の履歴書（市販様式のもの）          １部 

⑦ 運転業務に従事する者２名以上の履歴書（市販様式のもの）     各１部 

⑧ 運転業務に従事する者の運転免許証のコピー              各１部 

⑨ 国土交通大臣認定有償運送運転者講習修了証のコピー（受講者のみ） 各１部 

⑩ 従事する者の無事故・無違反証明書                各１部 

⑪ 過去５年間分の町税完納証明書                     １部 

⑫ 暴力団排除に関する誓約書（様式第４号）              １部 

（２）応募（提出）方法 

提出期限までに持参又は郵送により提出すること。 

（３）応募（提出）先 

 海陽町役場（海南庁舎）住民環境課 

 〒７７５－０２９５ 徳島県海部郡海陽町大里字上中須１２８番地 

（４）公募締切日（提出期限） 

  令和８年５月１５日（金）午後５時必着 

 

９. 質問の受付及び回答 

（１）質問方法 

質問書（様式第５号）により、受付期限までに電子メールまたはＦＡＸにて提出すること。電子メ

ールのタイトルは「海陽町区域運行型デマンド交通コールセンターおよび運転業務に関する質問（事

業者名）」とすること。また、電子メールおよびＦＡＸ発信後は必ず電話にて送信の旨連絡すること 

（２）提出先 

海陽町役場（海南庁舎）住民環境課 

電話番号：０８８４－７３－４１５２ 

 ＦＡＸ番号：０８８４－７３－３０９７ 

メールアドレス：juminkankyo@kaiyo-town.jp 

（３）回答期日 

令和８年５月 11日（月） 

（４）回答方法 

本町ホームページに掲載することとし、個別の回答は問わない。 

 

 

 

 



10．提出書類の著作権などの取り扱い 

（１）提出書類の著作権は、提案者に帰属する。ただし、本町は、本業務に係る範囲において公表す

る場合、その本町が必要と認める場合には、提出書類の内容を無償で使用できる。 

（２）本町は、本プロポーザルの手続きおよびこれに係る事務処理において必要があるときは、提

出された業務提案書の全部または一部の複製などを行うことができるものとする。 

 

11．企画提案の審査方法および評価基準 

業務提案の審査、評価および契約候補者の選定を行うため、｢海陽町区域運行型デマンド交通コー

ルセンターおよび運転業務選定審査委員会｣（以下｢審査委員会｣という。）を設置し、本プロポーザル

の実施および業務提案に関する審議を行い、総合的に最も優れた事業者の選定を行う。なお、審査委

員会の委員は、本業務に関係する職員などで構成する。 

（１）審査方法 

 ① 応募事業者の資格確認審査 

本業務の委託者は、応募資格の確認審査を提出書類などにより実施し、本要領に記載している応

募事業者の備えるべき要件を満たしていることを確認する。なお、資格不備の場合には失格とする。 

 ② プレゼンテーションおよびヒアリング審査 

提出された提案書に基づき、１事業者ずつプレゼンテーションおよびヒアリング審査を行う。 

 ア 持ち時間は、プレゼンテーション１０分程度、ヒアリングを５分程度とする。 

 イ 説明は、提出した提案書類に沿って説明すること。追加資料の使用は認めないが、提案書の要

約である説明用スライドの投影は認める。なお、プレゼンテーションは非公開とする。 

 ウ 説明者は業務提案書に記載された代表者または担当者が行うこと。 

 エ 説明時にパソコンなどを使用する場合、各自準備すること。 

 オ プレゼンテーションを行う順番は、提案書類の受付順とする。 

 ③ 評価基準 

別紙「評価基準表」のとおりとする。 

（２）実施日 

日時 令和８年５月１９日（火） 

   場所  海陽町役場海南庁舎 

※詳細については、決まりしだい提案者に別途通知する。 

（３）評価審査 

 ① 審査は、審査委員会において、業務提案書類、プレゼンテーションおよびヒアリング応答の内

容を総合的に評価するものとする。 

 ② 各審査委員が採点した結果を集計し、合格点が最も高い者を契約候補者として選定する。なお、

最高点の者が複数の場合は、審査委員の投票により契約候補者を選定する。 

 ③ 提案者が１者の場合であっても、審査委員会において提案内容の審査を行い、選定の可否を決

定する。 

 ④ 審査委員会において、評価された評価点は６０点を最低評価点とし、最低評価点を満たさない

場合は原則選定しないものとする。 

 

 

 



（４）契約候補者の決定 

  委託者は、審査委員会の審査結果を踏まえて、契約候補者を決定する。 

（５）選定結果の通知 

  審査の結果は審査委員会終了後、参加者全員へ通知するとともに、選定された契約候補者の名称

と総評価得点を本町ホームページに掲載する。 

（６）その他 

  総合評価点が１位であっても、仕様書に沿わない場合や得点が著しく低い審査項目がある場合

は、契約候補者に選定しないことがある。 

 

12．失格事項 

 下記のいずれかに該当した者は、その者を失格とする。 

（１）本要領第３項に掲げる応募資格要件を欠くことになった場合 

（２）本要領などで示された、提出期限、提出場所、提出方法などの条件に適合しない書類の提出が

あった場合 

（３）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（４）提出書類が仕様書に示された条件に適合しない場合 

（５）見積書の金額が本要領第５項第３号に掲げる提案上限額を超える場合 

（６）選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 

（７）評価の公正・公平な実施に支障があると認められる場合 

（８）その他、審査委員会が社会通念に照らし失格にあたると認める場合 

 

13．契約の締結 

（１）契約にあたっては、選定された業務提案内容を直ちに契約内容とするものではなく、契約候補

者と本町が協議および調整を行ったうえで契約を締結する。その際は、協議の結果に基づき、業務提

案内容および仕様書を変更する場合がある。 

（２）契約候補者と協議が整わない場合や、契約候補者が契約締結までに応募資格要件に規程する条

件のいずれかを満たさなくなった場合、事故などの特別な事由により契約締結が不可能となった場

合においては、次点契約候補者と契約締結の交渉を行うものとする。 

 

14．その他 

（１）本業務に応募する場合は、本プロポーザルに係る実施要領、仕様書などを熟読し、それらを遵

守すること。 

（２）本プロポーザルに係る実施要領・審査などに関する異議は受け付けない。 

（３）本プロポーザル参加に要する一切の費用は、提案者の負担とする。 

（４）本町が必要と認めるときは、追加書類の提出を求める場合がある。 

（５）業務提案書は１者につき１案とする。 

（６）提出した書類の全部または一部を変更することはできない。ただし、脱漏または不明確な表示

があった場合などにおいて、本町が認めた場合はこの限りではない。 

（７）提案、その他手続きに使用する言語および通過は、日本語および日本法定通貨に限る。 

（８）提出書類に虚偽の記載をした場合は、指名停止などの措置を行うことがある。 

（９）他の提案者から提出される業務提案書などは閲覧できない。 



（10）提出された書類は一切返却しない。 

（11）電子メールなどの通信事故は、本町はいかなる責任も負わない。 

（12）本町が提供する資料は、提案の検討以外の目的で使用してはならない。また、提案者は、本プ

ロポーザルに際して知り得た情報を第三者に漏洩してはならない。 

 

15．提出書類作成上の注意 

（１）業務提案書 

 取組姿勢および効果的な独自提案については、評価基準表に基づき作成すること。 

（２）履歴書 

写真は１ヶ月以内に撮影したものとし、縦４㎝、横３㎝とする。 

自筆に限る。 

（３）運転免許証 

両面をカラーコピーすること。 


